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令和８年度 第３回 湯梨浜町農業委員会定例総会議事録 

 

開 催 年 月 日 令和８年６月１０日（水）午後３時００分 

開 催 場 所 湯梨浜町役場別館 講堂 

出席農業委員 (10名) 

１番 土海 政信 委員 ２番 下田 健一 委員 ３番 尾川 寛信 委員 ４番 山田 隆雄 委員 

５番 長谷川 誠一 委員 ６番 山下 和子 委員 ７番 渡邉 由佳 委員 ８番 清水 武敏 委員 

９番 横川  力 委員 １２番 山上 真治 委員   

欠席農業委員 (2名) 
１０番 中村 弘明 委員 １１番 蔵本 孝広 委員    

        

出席推進委員 (6名) 

１３番 赤井  保 推進委員 １４番 河井 勝重 推進委員 １５番 松本 勝男 推進委員 １７番 伊藤 文夫 推進委員 

１８番 岡本  章 推進委員 ２０番 倉本 哲男 推進委員   

欠席推進委員 (2名) 
１６番 山本 正義 推進委員 １９番 音田 孝好 推進委員   

    

職 務 の た め 

出 席 し た 職 員 

 

事務局長 村岡 正憲 

主 幹  中村 武史  

  

提 案 議 案 

 

議案第 8号  非農地の現況証明について 

議案第 9号  農用地利用集積等促進計画の策定について 

議案第 10号 非農地の決定について  

報  告  事  項 

 

第 1号 水田の畑地変換届について  

第 2号 農地法施行規則第 29条第 1項に係る農地転用（2アール未満の農業用施設）の届出について  
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日  程 発 言 者 発     言     の     要     旨 

１ 開会 

 

 

 農業委員会憲章 唱和 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 報告事項 

第 1号 

水田の畑地変換届について 

 

 

 

事務局 

 

 

伊藤推進委員 

事務局 

 

長谷川会長 

事務局  

 

 

 

 

長谷川会長（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

事務局 

 

 

 

それでは定刻となりましたので、ただ今から令和 8年度第 3回農業委員会定例総会を開会しま

す。はじめに、農業委員会憲章の唱和を行いますので、皆さんご起立をお願いします。 

本日の先導役は、議席番号 17番 伊藤文夫 推進委員です。よろしくお願いします。 

（農業委員会憲章の唱和） 

ありがとうございます。ご着席ください。 

開会にあたり、長谷川会長よりあいさつ申し上げます。 

（長谷川会長あいさつ 省略） 

本日の出席者報告です。農業委員の現員数 12 人に対し、ただ今の出席委員は 10 人でありま

す。農業委員会等に関する法律第 27 条第 3 項の規定に基づき、出席者が定足数に達しておりま

すので本総会が成立することを報告します。 

次に会議の議長ですが、湯梨浜町農業委員会会議規則第 4条第 1項の規定により、会長が議長

となります。長谷川会長で進行をお願いします。 

それでは進行させていただきます。本日の会議の日程は、お手元に配布のとおりでございます。

ご確認願います。 

日程 2.「議事録署名委員の指名について」を議題と致します。このことについて皆さんにお諮

りを致します。本案件につきましては、湯梨浜町農業委員会会議規則第 23 条第 2 項の規定によ

り、議長において指名することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認め、議事録署名委員には、議席番号 6番 山下和子委員、７番 渡邉由佳委員、両

名を指名させていただきますのでよろしくお願い致します。なお、会議書記におきましては、事

務局にお願いを致します。 

日程 3.報告事項に移ります。報告事項 第 1 号「水田の畑地変換届について」説明してくださ

い。 

報告事項 第 1号「水田の畑地変換届について」を説明します。会議書 2頁です。 

次のとおり、水田の畑地変換届出書が提出されたので報告するものです。 

（資料は 2-1頁） 

番号 1 届出人は、倉吉市－－の●●。 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2号 

農地法施行規則第 29条第 1項

に係る農地転用（2アール未満

の農業用施設）の届出について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

尾川委員 

土地の所在、大字田後－－。地目は田、面積は 1,173㎡です。 

この 1筆について、果樹園へと変換するもので、この農地は令和 7年 3月の定例総会において農

地法第 3条の申請を議決いただき許可した農地となります。その際に譲受後の作目には、オリー

ブ栽培とあります。この度 20 ㎝の盛土し果樹園として利用するため水田の畑地変換届出書が提

出されたものです。 

頁をめくっていただき、2-1 頁が航空写真による位置図です。赤色で示しています。この写真の

左に茶色の屋根が見えているのは旧たじりこども園です。中央付近に東西にある道路は町道大俵

二ノ堀線です。隣接する耕作者はありません。説明は以上です。 

次に、農地法施行規則第 29 条第 1 項に係る農地転用（2 アール未満の農業用施設）の届出に

ついて説明してください。 

報告事項 第 2 号「農地法施行規則第 29 条第 1 項に係る農地転用（2 アール未満の農業用施

設）の届出について」を説明します。会議書 3頁です。 

次のとおり、農地法第 4条第 1項第 8号及び同法施行規則第 29条第 1号に規定する農業用施

設を設置したい旨の届出書が提出されたので、報告するものです。 

（資料は 3-1頁〜3-2頁） 

番号 1 届出人は、田後－－の●●。 

土地の所在、田後－－。地目は田、面積は 1,431㎡。 

この内、転用面積は 70㎡で、盛土 50㎝を施工して農業用駐車場を設置するものです。 

3-1 頁が航空写真の位置図です。中央に青色及び赤色で示している箇所です。該当地全体を青色

で、その内、転用部分を赤色で示しています。この写真の右斜め下に見えているのは、旧たじり

こども園で、中央左の木々が繁っているのは、田後神社。その先に見えるのは天神川です。農業

用駐車場と接する農地はありません。 

次の 3-2頁は、設置する農業用駐車場の平面図を添付しています。平面図を見ていただきますと、

間口 14ｍ、奥行き 5ｍ、面積 70㎡の農業用駐車場の設置となります。 

説明は以上です。 

報告事項ですのでご承認をお願いします。なお、お尋ねがありましたら挙手の上、発言をして

ください。 

何を耕作されるのか、もう一度お願いします。 
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４ 議事 

議案第 8号 

非農地の現況証明について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

尾川委員 

（議長） 

 

（議長） 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリーブ栽培ということです。 

わかりました。 

その他になにかありますか。 

（「なし」の声） 

次に、日程４ 議事に移ります。議案第 8号「非農地の現況証明について」を議題とします。

本日の申請案件は、5件ございます。受付番号 1番、2番、3番、4番は関連がございますので、

一括して説明をお願いします。説明してください。 

議案第 8号「非農地の現況証明について」を説明します。会議書 4頁です。 

次のとおり、農地法第 2条第 1項に規定する農地以外のものである証明願いの提出があったの

で、同法の適用を受けない土地であることの証明を交付することについて、本委員会の議決を求

めるものです。 

（資料は、4-2頁〜4-13頁）  

番号 1から 4は、先ほどありましたように関連することから一括して説明させていただきます。

頁が行き来しますのでご了承ください。 

番号 1 申請人は、園－－の●●。土地の所在は大字宇谷－－。地目は台帳 畑、現況 山林。

面積は 215㎡。 

20年以上前から耕作や管理ができなくなり、現在に至っているものです。 

4-2 頁の右下に赤色で①と示しているのが航空写真の位置図で、右下に見える道路は山陰道で

す。4-3頁は、現地の写真で、左の写真で山林の状況となっています。4-6頁は公図で、周辺の台

帳地目を記載していますので、ご確認ください。 

番号 2 申請人は、宇谷－－の●●。土地の所在は大字宇谷－－。地目は台帳 畑、現況 山林。

面積は 1,593㎡。 

20年以上前から耕作や管理ができなくなり、現在に至っているものです。 

頁をめくって頂き、4-2頁の右下に赤色で②と示しているのが航空写真の位置図で、右下に見え

る道路は山陰道です。4-4頁は、現地の写真で、山林の状況となっています。4-6頁は公図で、周

辺の台帳地目を記載していますので、ご確認ください。 

番号 3 申請人は、宇谷－－の●●。土地の所在は大字宇谷－－。地目は台帳 畑、現況 山林。

面積は 348㎡。 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

尾川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

事務局 

 

 

20年以上前から耕作や管理ができなくなり、現在に至っているものです。 

4-2 頁の右下に赤色で③と示しているのが航空写真の位置図で、右下に見える道路は山陰道で

す。4-3頁は、現地の写真で、右の写真で山林の状況となっています。4-6頁は公図で、周辺の台

帳地目を記載していますので、ご確認ください。 

番号 4 申請人は、宇谷－－の●●。土地の所在は大字宇谷－－。地目は台帳 畑、現況 山林。

面積は 245㎡。 

20年以上前から耕作や管理ができなくなり、現在に至っているものです。 

4-2頁をご覧ください。左に赤色で④と示しているのが航空写真の位置図です。該当地のすぐ右

上に見えるのは、浄蓮寺になります。 

現地の写真は 4-5頁の写真で山林の状況となっています。次の 4-7頁が公図で、周辺の台帳地目

も記載していますので、ご確認ください。説明は以上です。 

議案第 8 号の 1 番、2 番、3 番、4 番の説明が終わりました。引き続き、現地確認の報告を議

席番号 3番の尾川寛信委員より報告をしてください。 

本日、13 時に事務局に集合し、会長、職務代理、委員 3 名と事務局 2 名の 7 人で現地を確認

しました。4-2 頁をご確認ください。山陰道の上に高架橋がありそこを渡ったところで、構造物

が見えますが、これは右谷の貯水槽になります。4-3.4-4 の写真のように手がつけれない程の荒

地になっています。昔は畑でスイカを作られていましたが、このような状態とは思いませんでし

た。現地は 20 年以上に渡り、手がかけられておらず雑木、竹が伸び放題になっており容易に農

地に復元することは困難な状況にあり、非農地として認めることに問題はないと調査員全員で確

認しました。 

4 番は、4-2 の位置図で飛地になりますが、乗蓮寺の近くです。以前、乗蓮寺に行く進入路を

承認された場所ですが、道をつけてしまったために畑に行くのが困難になり、手がつけれない状

態になって現在に至り、農地にするには困難であることを調査員全員で確認しました。以上です。 

報告は以上です。質疑は後で一括して行いますのでご理解をお願いします。 

次に、受付番号 5番の案件について説明してください。 

番号 5 申請人は、岡山県津山市－－の●●。土地の所在は大字園－－の 6筆です。地目はい

ずれも台帳 畑、現況 山林。面積は各々記載のとおりです。 

20年以上前から耕作や管理ができなくなり、現在に至っているものです。 
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議案第 9号 

農用地利用集積等促進計画の

策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

横川委員 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

事務局 

 

 

 

4-8頁の右下に赤色で⑤～⑩と示しているのが航空写真の位置図で、左に南北に見える道路は県

道倉吉青谷線で原集落があります。 

4-9 頁が拡大図になります。現地の写真は 4-10 頁、4-11 頁で山林の状況となっています。次頁

の 4-12頁、4-13頁が公図で、周辺の台帳地目も記載していますので、ご確認ください。 

説明は以上です。 

5番の説明が終わりました。引き続き、現地確認の報告を議席番号 9番の横川力委員より報告

してください。 

4-9頁をご覧ください。真ん中に道を挟んで、原から筒地に抜ける山の中です。農道を挟んで、

右左にあります。4-10 頁の 5 番 6 番が現地の写真です。4-11 頁の 7 番 8 番 9 番 10 番で見てい

ただければ、周りはほとんど原野になっていて、耕作されていない状況です。現地の方は 20 年

以上にわたって耕作がされておらず、雑木などがよく伸びており、容易に農地に復元することは

困難な状況であり、非農地として認めることに問題はないと調査員全員で確認をしました。以上

です。 

以上で全ての案件の説明並びに、現地確認の報告をこれて終わります。 

これより一括して皆さんの方に質疑を求めます。質疑はございますか。 

（「なし」の声） 

それでは、質疑はないようですので、これで質疑を終結し、これより採決を行います。 

議案第 8号非農地の現況証明について、全て一括してこれを原案のとおり認めることに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

全員が挙手であります。よって議案第 8号非農地の現況証明については、現案のとおり議決し

ます。 

次に、第 9号「農用地利用集積等促進計画の策定について」を議題といたします。説明してく

ださい。 

議案第 9号「農用地利用集積等促進計画の策定について」を説明します。会議書 5頁です。 

次のとおり、農用地利用集積等促進計画が策定されたので、農地中間管理事業の推進に関する法

律第 19条第 3項の規定により、本委員会の意見を求めるものです。 

（資料は 5-1頁） 
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議案第 10号 

非農地の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1頁をお願いします。利用権設定関係です。 

農地番号 1 大字川上地内の記載の 3 筆の現況 田で、利用目的は水稲栽培です。地権者が機構

に設定する権利、機構が耕作者に設定する権利は、ともに 4年 6か月で、無償です。耕作者は、

宮内の●●で、新規契約です。 なお、地域計画の地区は、表の右側に記載のとおりですのでご

確認ください。説明は以上です。 

説明が終わりましたのでこれより質疑を行います。皆さんの方から質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

それでは、質疑がないようですので、これをもって質疑を終結します。 

これより採決を行います。議案第 9 号「農用地利用集積等促進計画の策定について」、これを

原案のとおり認めることに賛成の委員の挙手を求めます。 

《全員挙手》 

全員の方が挙手であります。よって、議案第 9号「農用地利用集積等促進計画の策定について」

は、原案のとおりに意見決定と致します。 

次に、議案第 10号「非農地の決定について」を議案とします。説明をしてください。 

議案第 10号「非農地の決定について」を説明します。会議書 6頁です。 

次のとおり、農地法第 30 条に規定する農地利用状況調査の結果に基づく別紙一覧表記載の土

地が、農地法第 2条第 1項の適用を受けない土地であることの可否について、本委員会の議決を

求めるものです。 

（資料は 6-1頁〜6-10頁） 

6-1頁、6-2頁の非農地通知一覧表をご覧ください。この度は、大字宇谷字－－、字－－、字－

－、字－－地内の記載の 40 筆の土地について、非農地決定の判断をいただきたく提案するもの

です 

表の左側から、土地の所在、地目、面積、所有者については、記載のとおりです。所有者につ

いては、登記簿上の所有者になります。利用状況調査は、令和 7 年 10 月に実施され、その際に

「再生利用が困難な農地」と判断されているものです。 

非農地通知書発行年月日は、議決を得た後に、所有者、所有者死亡の場合は納税管理人等に発

行しますので、本日時点では空欄としています。 

右の備考欄には、非農地とした際の変更後の田畑以外の地目を記載しています。この記載の地
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５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

（議長） 

事務局 

（議長） 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

事務局 

 

 

 

目については、この後、写真を見ていただきますが、町民生活課の評価係が判断している現況地

目を参考に判断しています。 

具体的に、位置図と現況写真により説明します。6-3 頁、番号 1 から番号 40 までのすべての

位置図で、左下に赤色で示しています。この図の上側に見えているのが、原集落及び山陰道泊東

郷 ICで、左上に見えます茶色の屋根の施設が町立わかばこども園になります。 

次の 6-4頁は、拡大図で位置図に番号と地番表記を記載していますのでご確認ください。 

次の 6-5頁から 6-10頁が現況写真になります。6-5頁、左下の番号 4と番号 26は畑から山林

に地目変更、その他は原野に地目変更するものです。 

次に 6-6頁から 6-10頁は、すべて畑から原野に地目変更するものです。ご確認ください。 

以上、40筆の提案について、本委員会で議決を得た後、所有者に通知発行、3ヶ月の不服申し

出期間を経た後、不服申し出者を除き、町長の職権で登記簿地目の変更登記を行うことになりま

す。説明は以上です。 

説明が終わりました。これより質疑を行います。皆さんのほうから質疑はございますか。 

財産区ではなく●●区自治会と記載がありますが経緯がわかれば教えてください。 

所有権は●●区自治会となっていますが、経緯は分かりかねます。 

皆さんのほうから質疑はございますか。 

それでは、質疑はないようですので、これより採決を行います。 

議案第 10号「非農地の決定について」、原案のとおり、これを認めることに賛成の委員の挙手

をお願いします。 

《全員挙手》 

全員が挙手であります。よって、議案第 10 号「非農地の決定について」は、これを原案のと

おり意見決定致します。非農地通知は 40件でございます。以上で議事を終わります。 

それでは、その他に移ります。 

（１）7月定例総会」日程について、説明してください。 

○「7月定例総会」日程 7月 10日（金）午後 3時～ 第 3会議室  

現地調査委員：長谷川 会長、土海 会長職務代理、 

⑪蔵本孝広委員、⑫山上真治委員、⑮松本勝男推進委員  

最後の定例総会になります、互助会総会を併せて開催 
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   ※現地調査案件がある場合は、午後 1時 30分に事務局へ集合。 

（２）7月農家相談会の日程について、説明してください。 

○「7月農家相談会」日程 7月 16日（木）午前 9時～正午 第 3会議室 

   担当：⑧ 清水武敏委員、⑨横川 力委員、⑭河井勝重推進委員 

（再確認）「6月農家相談会」日程 6月 18日（木）午前 9時～正午 第 3会議室 

担当：⑥山下和子委員、⑦渡邉由佳委員、⑬赤井 保推進委員 

（３）農業委員会改選後の初総会等の日程について説明してください。 

 ○農業委員会改選後の初総会等日程 

7月 21日（火）午前 9時 50分〜終日 

     午前：町長から辞令交付、初総会、推進委員へ委嘱状交付、互助会総会 

        写真撮影（広報用） ※相応しい服装で出席のこと 

     午後：県農業会議研修、農地パトタブレット操作研修 

（４）農地パトロールの日程について、説明してください。 

○農地パトロール日程 

    7月 28日（火）午前 8時 45分 出発式〜終日 昼食：水明荘（軽食を予定）  

            午前 8時 30分 集合 

※農業委員の議会同意について報告 

 6 月 10 日 6 月議会定例会において、農業委員 12 名の任命同意を議案提案し、同日同意が可決さ

れ名前を読み上げ報告。（農地利用最適化推進委員は農業委員会の任命であり、後日報告とした）  

今期で終わられる方は、貸与の委員バッチ、印章、帽子、マグネットの返却の準備のこと。 

 

その他に皆さんから何かございますか。 

無いようですので以上で終わります。 

 

皆さん、ご起立をお願いします。 

以上を持ちまして、令和 8年度第 3回湯梨浜町農業委員会定例総会を閉会と致します。 

お疲れ様でございました。 

（閉会 午後 4時 08分） 


